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徳
島
県
告
示
第
五
百
十
号

自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
第
百
十
四
条
、
第
百
十
七
条
第
一
項
及
び

第
百
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
五
年
度
の
陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
及
び
航
空
自
衛
隊
の
自
衛
官

候
補
生
の
募
集
期
間
、
採
用
試
験
の
試
験
期
日
、
試
験
場
等
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
十
一
月
十
四
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

募
集
期
限
、
試
験
期
日
及
び
試
験
種
目

男
子
及
び
女
子
の
陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
及
び
航
空
自
衛
隊
の
自
衛
官
候
補
生

試
験
回

募

集

期

限

試

験

期

日

試

験

種

目

令
和
五
年
十
二
月
五
日
（

令
和
五
年
十
二
月
十
六
日
（
土
曜

筆
記
試
験
、
口
述
試
験
、

第
六
回

火
曜
日
）
ま
で

日
）

適
性
検
査
、
身
体
検
査
及

び
経
歴
評
定

備
考１

筆
記
試
験
及
び
適
性
検
査
に
つ
い
て
は
、
試
験
期
日
前
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方

法
に
よ
り
受
験
す
る
も
の
と
す
る
。

２

筆
記
試
験
は
、
国
語
（
作
文
を
含
む
。
）
、
数
学
、
地
理
歴
史
及
び
公
民
に
つ
き
、
学
校
教

育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
定
め
る
高
等
学
校
卒
業
程
度
の
学
力
に
つ
い
て

試
験
す
る
も
の
と
す
る
。

二

試
験
場

男
子
及
び
女
子
の
陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
及
び
航
空
自
衛
隊
の
自
衛
官
候
補
生

試
験
回

名

称

位

置

第
六
回

海
上
自
衛
隊
徳
島
航
空
基
地

板
野
郡
松
茂
町
住
吉
字
住
吉
開
拓
三
八

三

応
募
資
格

日
本
国
籍
を
有
し
、
採
用
予
定
月
の
初
日
現
在
で
十
八
歳
以
上
三
十
三
歳
未
満
の
者
で
、
学
校
教
育

法
に
定
め
る
高
等
学
校
卒
業
程
度
以
上
の
学
力
を
有
し
、
か
つ
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の

１

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く

な
る
ま
で
の
者

２

法
令
の
規
定
に
よ
る
懲
戒
免
職
の
処
分
を
受
け
、
当
該
処
分
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

３

日
本
国
憲
法
又
は
そ
の
下
に
成
立
し
た
政
府
を
暴
力
で
破
壊
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
政
党
そ
の
他

の
団
体
を
結
成
し
、
又
は
こ
れ
に
加
入
し
た
者

四

採
用
予
定
月

令
和
六
年
三
月
又
は
四
月

五

志
願
票
の
受
領
及
び
提
出
先

志
願
票
は
、
各
市
役
所
若
し
く
は
各
町
村
役
場
又
は
自
衛
隊
徳
島
地
方
協
力
本
部
若
し
く
は
そ
の
出



張
所
等
で
受
領
し
、
提
出
す
る
こ
と
。



徳
島
県
告
示
第
五
百
十
一
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
に
掲
げ
る
者
を
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
を
経
由
す
る
旅
券
発
給
申
請
に
係
る
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
を
利

用
し
て
納
付
す
る
旅
券
発
給
手
数
料
の
指
定
納
付
受
託
者
と
し
て
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
十
一
月
十
四
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

名
称

住
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

株
式
会
社
Ｎ
Ｔ
Ｔ
デ
ー
タ

東
京
都
江
東
区
豊
洲
三
丁
目
三
番
三
号

令
和
五
年
十
一
月
一
日



徳
島
県
告
示
第
五
百
十
二
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

救
急
病
院
と
し
て
、
次
の
と
お
り
認
定
し
た
。

令
和
五
年
十
一
月
十
四
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

名

称

所

在

地

認
定
が
効
力
を
有
す
る
期
限

水
の
都
記
念
病
院

徳
島
市
北
島
田
町
一
丁
目
四
六
番
一
一

令
和
八
年
四
月
三
十
日

徳
島
県
立
海
部
病
院

海
部
郡
牟
岐
町
大
字
中
村
字
杉
谷
二
六
六

同

五
月
七
日

番
地

沖
の
洲
病
院

徳
島
市
城
東
町
一
丁
目
八
番
八
号

同

九
月
七
日

徳
島
健
生
病
院

同

下
助
任
町
四
丁
目
九

同

十
二
月
二
十
日

稲
次
病
院

板
野
郡
藍
住
町
笠
木
字
西
野
五
〇
―
一

同

三
十
一
日

江
藤
病
院

小
松
島
市
大
林
町
字
北
浦
二
一
番
地
一

令
和
九
年
二
月
十
五
日

成
田
病
院

美
馬
市
脇
町
字
拝
原
二
五
七
六
番
地

同

二
十
八
日



徳
島
県
告
示
第
五
百
十
三
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地
改

良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
五
年
十
一
月
十
四
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

土

地

改

良

区

の

事

務

所

の

所

在

地

及

び

名

称

認

可

年

月

日

鳴
門
市
里
浦
町

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日

里
浦
土
地
改
良
区



徳
島
県
告
示
第
五
百
十
四
号

徳
島
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則
（
平
成
八
年
徳
島
県
規
則
第
二

十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の

で
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第

三
百
七
十
二
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
五
年
十
一
月
十
四
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

電
子
黒
板
機
能
付
き
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
及
び
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
ボ
ッ
ク
ス

八
十
九
組

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

徳
島
県
教
育
委
員
会
事
務
局
学
校
教
育
課

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
五
年
十
月
十
一
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

四
国
通
建
株
式
会
社
徳
島
支
店

徳
島
市
東
吉
野
町
一
丁
目
一
〇
番
の
一

五

落
札
金
額

三
千
四
百
六
万
九
千
二
百
円

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

令
和
五
年
九
月
一
日



徳島県監査委員公表第１１号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項及び第４項の規定に基づき、令和

５年度の定期監査を執行したので、その結果を同条第９項の規定により次のとおり公表する。 

  令和５年１１月１４日 

徳島県監査委員  岡 﨑 悦 夫   

同        鹿 山 公 弘   

同        大 寺 健 司   

同        井 下 泰 憲   

同        立 川 了 大   

 

 

１ 監査基準 

  定期監査については、徳島県監査基準（令和２年３月６日徳島県監査委員告示第１号）に

準拠して実施した。 

 

２ 監査の対象 

  令和５年６月６日から令和５年９月５日までの間に、別表に記載の１２０機関において実

施した。 

 

３ 監査の着眼点 

  監査対象事務の執行が法令等に適合し、正確に行われ、最小の経費で最大の効果を挙げる

ようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか。 

 

４ 監査の実施内容 

  令和４年度における財務に関する事務及び経営に係る事業の管理を対象とし、監査対象機

関から提出された関係書類を照合するとともに、関係職員から説明を聴取することにより、

監査を実施した。 

 

５ 監査の結果 

  監査の着眼点及び監査の実施内容のとおり監査を行った結果、重要な点において監査基準

第１５条第２項第１号に定める事項が認められないものについては、次のとおりである。 

 

 (1) 現金収入に関する事務で適切でないもの 
 

  ＜東部県土整備局〈徳島庁舎〉＞ 

 歳入を直接収納したときは、特別の理由がある場合を除き、即日指定金融機関等に払い

込まなければならないにもかかわらず、払込が遅れているものがある。今後、組織的な確

認を徹底し、適正な事務の執行を確保する必要がある。 

 

 (2)収入で未収となっているもの 

 

  ＜東部県税局〈徳島庁舎〉〈吉野川庁舎〉＞ 

 県税及び税外収入について、市町村等関係機関と連携して、新たな収入未済の発生を防

ぐとともに、適切な債権管理を行い、収入確保に努める必要がある。



  県税の収入未済額の状況 

 令和４年度決算額 492,253,523円 

 令和３年度決算額 541,617,854円 

 増 減 額 △49,364,331円 

     

税外収入の収入未済額の状況 

 令和４年度決算額 22,658,012円 

 令和３年度決算額 25,397,126円 

 増 減 額 △2,739,114円 

 

  ＜中央こども女性相談センター＞ 

 児童福祉費負担金について、新たな収入未済の発生を防ぐとともに、適切な債権管理を

行い、収入確保に努める必要がある。 

 

    児童福祉費負担金の収入未済額の状況 

 令和４年度決算額 15,913,385円 

 令和３年度決算額 15,033,167円 

 増 減 額 880,218円 

 

  ＜医療政策課＞ 

 返納金（看護師等修学資金返還金）について、新たな収入未済の発生を防ぐとともに、

適切な債権管理を行い、収入確保に努める必要がある。 

 

    返納金（看護師等修学資金返還金）の収入未済額の状況 

 令和４年度決算額 4,067,950円 

 令和３年度決算額 3,763,950円 

 増 減 額 304,000円 

 

  ＜障がい者相談支援センター＞ 

 心身障害者扶養共済掛金収入について、新たな収入未済の発生を防ぐとともに、適切な

債権管理を行い、収入確保に努める必要がある。 

 

    心身障害者扶養共済掛金収入の収入未済額の状況 

 令和４年度決算額 3,325,930円 

 令和３年度決算額 4,012,130円 

 増 減 額 △686,200円 



  ＜東部保健福祉局〈徳島庁舎〉＞ 

 返納金（児童扶養手当返納金・生活保護返納金）、母子福祉資金貸付金元利収入及び寡

婦福祉資金貸付金元利収入について、新たな収入未済の発生を防ぐとともに、適切な債権

管理を行い、収入確保に努める必要がある。 

 

    返納金（児童扶養手当返納金）の収入未済額の状況 

 令和４年度決算額 4,264,970円 

 令和３年度決算額 4,114,530円 

 増 減 額 150,440円 

 

    返納金（生活保護返納金）の収入未済額の状況 

 令和４年度決算額 156,029,049円 

 令和３年度決算額 147,491,317円 

 増 減 額 8,537,732円 

 

    母子福祉資金貸付金元利収入の収入未済額の状況 

 令和４年度決算額 128,235,969円 

 令和３年度決算額 135,509,585円 

 増 減 額 △7,273,616円 

 

    寡婦福祉資金貸付金元利収入の収入未済額の状況 

 令和４年度決算額 10,804,940円 

 令和３年度決算額 14,926,321円 

 増 減 額 △4,121,381円 

 

  ＜企業支援課＞ 

 中小企業近代化資金貸付金元金収入の収入未済について、適切な債権管理を行い、収入

確保に努める必要がある。 

 

    中小企業近代化資金貸付金元金収入の収入未済額の状況 

 令和４年度決算額 1,195,120,017円 

 令和３年度決算額 1,200,359,874円 

 増 減 額 △5,239,857円 

 

  ＜労働雇用戦略課＞ 

 雑入（徳島勤労者生活協同組合事業資金貸付金償還金）の収入未済について、適切な債

権管理を行い、収入確保に努める必要がある。



  雑入（徳島勤労者生活協同組合事業資金貸付金償還金）の収入未済額の状況 

 令和４年度決算額 7,696,557円 

 令和３年度決算額 7,840,557円 

 増 減 額 △144,000円 

 

  ＜観光政策課＞ 

 雑入（地域経済循環創造事業交付金に係る返納金）の収入未済について、適切な債権管

理を行い、収入確保に努める必要がある。 

 

    雑入（地域経済循環創造事業交付金に係る返納金）の収入未済額の状況 

 令和４年度決算額 5,904,191円 

 令和３年度決算額 6,744,191円 

 増 減 額 △840,000円 

 

  ＜農林水産政策課＞ 

 農業改良資金貸付金元金収入及び林業改善資金貸付金元金収入の収入未済について、適

切な債権管理を行い、収入確保に努める必要がある。 

 

    農業改良資金貸付金元金収入の収入未済額の状況 

 令和４年度決算額 13,525,216円 

 令和３年度決算額 13,750,216円 

 増 減 額 △225,000円 

 

    林業改善資金貸付金元金収入の収入未済額の状況 

 令和４年度決算額 4,482,402円 

 令和３年度決算額 4,602,402円 

 増 減 額 △120,000円 

 

  ＜用地対策課＞ 

 特定事業移転促進貸付金元利収入の収入未済について、適切な債権管理を行い、収入確

保に努める必要がある。 

 

    特定事業移転促進貸付金元利収入の収入未済額の状況 

 令和４年度決算額 533,377,428円 

 令和３年度決算額 533,677,428円 

 増 減 額 △300,000円 

 

  ＜住宅課＞ 

 住宅使用料、雑入（家屋明渡等請求に伴う損害金）及び敷金収入について、新たな収入

未済の発生を防ぐとともに、適切な債権管理を行い、収入確保に努める必要がある。



  住宅使用料の収入未済額の状況 

 令和４年度決算額 129,098,321円 

 令和３年度決算額 100,713,223円 

 増 減 額 28,385,098円 

 

    雑入(家屋明渡等請求に伴う損害金)の収入未済額の状況 

 令和４年度決算額 26,048,021円 

 令和３年度決算額 26,048,021円 

 増 減 額    0円 

 

    敷金収入の収入未済額の状況 

 令和４年度決算額 1,042,500円 

 令和３年度決算額  992,700円 

 増 減 額 49,800円 

 

  ＜東部県土整備局〈徳島庁舎〉＞ 

 港湾施設使用料について、新たな収入未済の発生を防ぐとともに、適切な債権管理を行

い、収入確保に努める必要がある。 

 

港湾施設使用料の収入未済額の状況 

 令和４年度決算額 4,025,740円 

 令和３年度決算額 4,881,430円 

 増 減 額 △855,690円 

 

  ＜教育委員会事務局人権教育課＞ 

 教育委員会奨学金貸付金元金収入について、新たな収入未済の発生を防ぐとともに、適

切な債権管理を行い、収入確保に努める必要がある。 

 

    教育委員会奨学金貸付金元金収入の収入未済額の状況 

 令和４年度決算額 285,208,753円 

 令和３年度決算額 287,120,723円 

 増 減 額 △1,911,970円 

 

  ＜教育委員会事務局生涯学習課＞ 

 奨学金貸付金元金収入について、新たな収入未済の発生を防ぐとともに、適切な債権管

理を行い、収入確保に努める必要がある。



  奨学金貸付金元金収入の収入未済額の状況 

 令和４年度決算額 88,262,109円 

 令和３年度決算額 96,206,090円 

 増 減 額 △7,943,981円 

 

  ＜中央病院＞ 

 医業未収金（診療報酬等個人負担分）について、新たな滞納未収金の発生を防ぐととも

に、適切な債権管理を行い、収入確保に努める必要がある。 

 

    医業未収金（診療報酬等個人負担分）の状況 

 令和４年度決算額に係る 

令和５年５月末残額 
130,203,335円 

 令和３年度決算額に係る 

令和４年５月末残額 
132,112,507円 

 増 減 額 △1,909,172円 

 

  ＜三好病院＞ 

 医業未収金（診療報酬等個人負担分）について、新たな滞納未収金の発生を防ぐととも

に、適切な債権管理を行い、収入確保に努める必要がある。 

 

    医業未収金（診療報酬等個人負担分）の状況 

 令和４年度決算額に係る 

令和５年５月末残額 
28,117,532円 

 令和３年度決算額に係る 

令和４年５月末残額 
32,504,512円 

 増 減 額 △4,386,980円 

   

＜海部病院＞ 

 医業未収金（診療報酬等個人負担分）について、新たな滞納未収金の発生を防ぐととも

に、適切な債権管理を行い、収入確保に努める必要がある。 

 

    医業未収金（診療報酬等個人負担分）の状況 

 令和４年度決算額に係る 

令和５年５月末残額 
6,371,992円 

 令和３年度決算額に係る 

令和４年５月末残額 
6,708,950円 

 増 減 額 △336,958円 

 

  



 (3) 契約事務で適切でないもの 

 

  ＜総合政策課＞ 

 サービス利用契約の再契約について、予算成立前に契約を締結しているものがある。今

後、組織的な確認を徹底し、適正な事務の執行を確保する必要がある。 

 

  ＜万博推進課＞ 

 委託契約において、書面による手続を行うことなく業務内容を変更しているものがあ

る。今後、組織的な確認を徹底し、適正な事務の執行を確保する必要がある。 

 

  ＜医療政策課＞ 

 契約書の作成を省略できる場合に該当しないにもかかわらず、契約書を作成していない

ものがある。今後、組織的な確認を徹底し、適正な事務の執行を確保する必要がある。 

 

  ＜森林整備課＞ 

 委託契約において、随意契約によることができる場合に該当しないにもかかわらず、随

意契約しているものがある。今後、組織的な確認を徹底し、適正な事務の執行を確保する

必要がある。 

 

  ＜中央病院＞ 

 物品の賃貸借に係る単価契約において、随意契約によることができる場合に該当しない

にもかかわらず、随意契約しているものがある。今後、組織的な確認を徹底し、適正な事

務の執行を確保する必要がある。 
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